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国
民
年
金
保
険
料
は

納
付
期
限
ま
で
に
納
め
ま
し
ょ
う

�

平
成
２
４
年
度
の
国
民
年
金
保
険
料
は
、
月
額
１
４
、

９
８
０
円
で
す
。

�

納
付
期
限
は
、
納
付
対
象
月
の
翌
月
末
日
（
翌
月
末
日

が
休
日
の
場
合
は
、
翌
営
業
日
）
で
す
。

�

十
分
な
所
得
が
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
長
期
に
わ
た

り
保
険
料
を
納
め
な
か
っ
た
場
合
、
国
民
年
金
法
の
規
定

に
よ
り
、
国
税
徴
収
法
の
例
に
よ
る
滞
納
処
分
（
財
産
差

押
え
）
の
対
象
と
な
り
ま
す
。

�

保
険
料
は
納
付
期
限
ま
で
に
忘
れ
ず
に
納
め
ま
し
ょ
う
。

�

保
険
料
の
納
付
は
、
口
座
振
替
の
「
早
割
」
が
お
得
で

便
利
で
す
。
口
座
振
替
の
指
定
日
を
納
付
期
限
よ
り
１
か

月
早
め
る
こ
と
に
よ
り
、
保
険
料
が
１
か
月
当
た
り
５０
円

割
引
に
な
り
ま
す
。
納
め
忘
れ
の
心
配
も
あ
り
ま
せ
ん
の

で
、
ぜ
ひ
ご
利
用
く
だ
さ
い
。  

国
民
年
金
保
険
料
に
関
す
る
お
問
い
合
わ
せ

・
高
崎
年
金
事
務
所

（
q
０
２
７
・
３
２
２
・
７
７
３
１
）

は
や
わ
り

下仁田町への定住を促進します下仁田町への定住を促進します下仁田町への定住を促進します
～定住促進奨励金制度について～

　下仁田町への、町外からの転入促進と町民の定住化を推進するため、町の区域内に住宅を新築し定住する方
へ支援を行います。

■   交付対象者
■町内に定住を目的として新築した住宅を取得した方。

①町内にお住まいの方は、申請者の世帯において下仁田町が賦課する全ての税金等並びにガス水道料金
等を滞納していない方

②町外から転入された方は、転入前の住所地において前述の税金等を滞納していない方
■新築した住宅が共有の場合の交付対象者は、代表者とします。

■   支援金額
■交付金額は、２５万円とし固定資産税が課税されることとなった当初の年度に一括交付します。

■   注意
■定住とは、町の住民基本台帳に記録され、定住の意思を持って５年以上継続して下仁田町を生活の拠点と

し、生活の実態をもつことをいいます。
■虚偽の申請などがあった場合は、奨励措置が取り消され全額返還となります。

■   手続き・問合せ先
■奨励金の対象者（平成２３年中に新築し、平成２４年度から新たに固定資産

税が賦課される住宅取得者）には、企画財政課から平成２４年６月以降に案
内等をさせていただきます。

　■企画財政課　企画調整係（内線５１１）

年
金
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犬の登録と予防注射のお知らせ
【すでに登録が済んでいる犬】�  
　持参する物　町から送付された通知ハガキ、愛犬手帳、注射料金(３,３００円）�  

【新しく飼い始めた生後９０日以上でまだ登録が済んでいない犬】�  
　持参する物�  登録・注射料金（登録料金:３,０００円　注射料金:３,３００円）�  
　　　　　　　※登録する旨、係員まで申し出てください。�

　　　実施場所

鎌田集会所

大塚中島集会所

生活改善センター

安楽地集会所

蒔田集会所

緑ヶ丘公会堂

宮室集会所

大桑原集会所

跡倉消防詰所

小河原集会所

黒沢組（有）様

旧土谷沢分校

七久保駐車場

桑本集会所

１区集会所

２区公会堂

４区公会堂

上小坂集会所

北小地区集会所

旧東野牧小

馬居沢公会堂

初鳥屋停留所

友愛館

清水沢地区集会所

小出屋公会堂

旧西中体育館横

荒船シルバーホーム

市野萱停留所

上栗山公会堂

吉崎公会堂

役場

保健センター

保健センター

実　　施

馬　　山

青　　倉

小　　坂

西　　牧

下 仁 田

全 地 区

月　　日

５月２２日（火）

５月２５日（金）

６月０１日（金）

６月０４日（月）

６月０８日（金）

６月１０日（日）

時　　間

０９:２０～０９:３５

０９:４５～１０:００

１０:１０～１０:３５

１０:４５～１１:０５

１１:１５～１１:３０

１１:４０～１２:００

０９:２０～０９:３５

０９:４５～１０:００

１０:１０～１０:２０

１０:３０～１０:４０

１０:５０～１１:０５

１１:１５～１１:２０

１１:３０～１１:４０

１１:５０～１２:００

０９:１５～０９:３０

０９:４０～０９:５５

１０:０５～１０:２０

１０:３０～１０:５０

１１:００～１１:１０

１１:２０～１１:４０

１１:５０～１２:００

０９:２０～０９:３０

０９:４０～０９:５０

１０:００～１０:０５

１０:１０～１０:２５

１０:３５～１１:１０

１１:２０～１１:４０

１１:５０～１２:００

０９:３０～０９:４０

０９:５０～１０:１０

１０:２０～１１:００

１１:１０～１１:５０

０９:００～１０:００

※犬の死亡や飼い主の変更の際は必ず、健康課保健環境係（保健センター内）q８２-５４９０までご連絡ください。


